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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制
の強化、充実に努めております。

　具体的には、株主に対する説明責任を果たすべく迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保、変化の速い経営環境に対応した迅
速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制の構築、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図ってまいります。今後も会社の成
長に応じてコーポレート・ガバナンスの体制の強化、充実に努め、企業価値の最大化を図ることを目標としてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④　上場会社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子行使を可能とするための環境
作り（議決権電子行使プラットフォームの利用等）や招集通知の英訳を進めるべきである。】

【補充原則３－１②　上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供を進め
るべきである。】

当社は、現在、議決権の電子的行使を可能とする環境整備および招集通知の英訳を行っておりませんが、今後は海外投資家の比率なども踏ま
え、必要に応じて、議決権行使の電子化や招集通知の英訳の実施について検討を進めてまいります。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

当社は、現在、独立社外取締役を1名選任しております。しかしながら、社外監査役2名も独立役員として登録しており、取締役会においては3名の
社外役員が個々の属性に基づく知見を十分に発揮し、責務を果たしております。現時点におきましては社外取締役を増員する必要はないと考え
ておりますが、今後当社を取り巻く環境が変化することで、社外取締役を増員する必要が発生した場合には、必要に応じて候補者の選任を検討し
てまいります。

【補充原則４－８①　独立社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、例えば、独立社外者のみを構成員とする会
合を定期的に開催するなど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るべきである。】

当社の各取締役は取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を通じて、その責務を十分果たしていると考えておりますので、独
立社外取締役のみを構成員とする会合を開催しておりません。ただし、社外取締役から開催の要望があった場合には、これを妨げるものではあり
ません。また、今後は客観的な意見の強化のため、必要に応じて独立社外取締役のみを構成員とする会合の検討を進めてまいります。

【補充原則４－８②　独立社外取締役は、例えば、互選により「筆頭独立社外取締役」を決定することなどにより、経営陣との連絡・調整や監査役ま
たは監査役会との連携に係る体制整備を図るべきである。】

社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また必要に応じて経営陣や監査役との話し合いの機会
を持つなど、連携が十分図れていると考えているため、「筆頭独立社外取締役」を設置しておりません。

ただし、今後は連携体制の強化のため、必要に応じて「筆頭独立社外取締役」の設置の検討を進めてまいります。

【補充原則４－１０　任意の仕組みの活用】

当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役を１名選任しております。現時点におきましては、独立社外取締役を主要な構成員とする任意
の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬などに関して独立社外取締役から適宜適切な関与・助言を得ております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

当社は、いわゆる政策保有株式としての株式の保有は行っておりません。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

当社は、関連当事者間の取引については、あらかじめ取引条件およびその決定方法等の妥当性について検討し、その後、取締役会規定に基づ
き、該当する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外した上で、取締役会において決議しております。

また、当該取引の条件およびその決定方針等につきましては、招集通知および有価証券報告書等で開示を行っております。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、現在企業年金制度を運用しておりません。

【原則３－１　情報開示の充実】

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社の経営ビジョン、基本理念及び中期経営計画等は、当社ホームページをご参照ください。

（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本理念

本報告書１－１「基本的な考え方」をご参照ください。

(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続



本報告書２－１「取締役の報酬関係」をご参照ください。

(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

当社では、取締役、監査役の選任について、取締役会が会社の重要な経営判断と取締役の業務執行の監督の役割を果たすため、候補者の選定
基準、選定手続きを規則として定めております。この規則に従い、取締役は知識・経験・能力のバランスを備え、当社の持続的な成長と企業価値
の向上に資する人材の中から、取締役会の承認を経て、株主総会にて決定することとしております。監査役は、財務・会計に関する適切な知見を
有している者が含まれるように努め、監査役会の同意を経た上で、取締役会の承認を経て、株主総会にて決定することとしております。なお、各々
の候補者選解任に当たっては、独立役員である社外役員から助言を得て、取締役会に付議することとしております。

また、代表取締役についても、選定解職基準、またその手続きを規則として定めております。選定にあたっては規則に記載の基準に従い、経歴、
知見、実績、評価等を考慮して、取締役会において決議することとしております。また解職にあたっては取締役会が取締役より基準への適合度合
いの報告を受け、審議の結果必要な基準を満たしていないとなれば解職を決議することとしております。なおその内容及び結果は監査役会に報
告されます。

(ⅴ)取締役会が上記(d)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

取締役・監査役の各候補者および経歴等について、株主総会参考書類に記載しております。

【補充原則４－１①　取締役会は、取締役会自身として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、経営陣に対する委任の範囲を明
確に定め、その概要を開示すべきである。】

当社は、取締役会規程に基づき、取締役会における決議事項とすることが定められている事項につき、取締役会において判断・決定しておりま
す。取締役会において議論される経営戦略や経営計画等に基づき、業務執行に関する決定を当社の経営陣に委任しております。経営陣は、取
引・業務の規模や性質に応じて定めた職務権限規程に基づき、経営に当たっております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

社外取締役の選任に当たっては、会社法上の要件に加え、会社経営や業界等における豊富な経験と高い見識を重視しております。上場証券取
引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定しております。

【補充原則４－１１①　取締役会は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、取締役の選任
に関する方針・手続と併せて開示すべきである。】

【原則３－１(ⅳ)】に記載のとおりであります。

【補充原則４－１１②　社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締
役・監査役の業務に振り向けるべきである。こうした観点から、例えば、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合
理的な範囲にとどめるべきであり、上場会社は、その兼任状況を毎年開示すべきである。】

事業報告および株主総会参考書類において、各取締役・監査役の他の上場企業を含む重要な兼職を開示しております。

【補充原則４－１１③　取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結
果の概要を開示すべきである。】

取締役および監査役は、毎年、取締役会において各議題について十分な議論がなされたか、取締役会において当社の問題事象について取締役
会に適時適切に報告がされていたか、取締役会が問題事象に対し適切な対応策を決定したか等を監査役会におけるヒアリングなどを通して各自
が分析し、経営意思決定機能と監督機能を果たしているか否かを自己評価しております。

【補充原則４－１４②　上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行うべきである。】

取締役および監査役には、求められる役割と責務を十分に果たしうる人物を選任しており、また取締役及び監査役が各自所属する団体のセミ
ナーや勉強会において、各自の判断で必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽をしております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話が必要不可欠と考えております。
当社のIR活動は、代表取締役をトップとして、経営管理部が行っております。IR活動に必要な情報は関係部署から情報収集し、経営管理部で取り
まとめをしております。

当社の主なIR活動は次のとおりであります。

・定時株主総会：年1回

・決算説明会：年2回

・個別面談：四半期ごと

・個人投資家説明会：不定期

・プレスリリースの発行：適宜

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

朝日放送グループホールディングス株式会社 22,000,000 51.96

椎木 隆太 7,260,600 17.15

Hasbro, Inc. 720,000 1.70

J.P.MORGAN BANK　LUXEMBOURG　S.A.1300000(常任代理人株式会社みずほ銀行) 336,200 0.79

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 259,000 0.61

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 243,900 0.58

DEUTSCHE BANK AG LONDON　610(常任代理人ドイツ証券株式会社) 178,966 0.42

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口2） 176,900 0.42



小野　亮 175,000 0.41

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) 156,300 0.37

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 朝日放送グループホールディングス株式会社　（上場：東京）　（コード）　9405

補足説明

平成29年１月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（訂正報告書）において、野村證券株式会社及びその共同保有者である
NOMURA INTERNATIONAL PLC並びに野村アセットマネジメント株式会社が平成28年12月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されて

いるものの、当社として当連結会計年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員

数
100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は朝日放送グループホールディングス（株）グループにおいて事業上のシナジー効果は活かしつつ、独自性、自立性を維持した事業運営を
行っており、親会社、グループ会社を利し、あるいは、当社ひいては少数株主の利益を害するような親会社およびグループ会社との取引を行うこと
は一切ありません。親会社およびグループ会社との取引においても、他の取引と同様に、個別案件ごとに時価・相場等に基づいて協議・交渉の
上、金額等の取引条件を決定することを基本方針としております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

ダンカン・ビリング 他の会社の出身者 ○

夏野　剛 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

ダンカン・ビリング 　

属性情報のうち、上場会社の取引先の業
務執行者に該当します。ダンカンビリング
氏は当社の取引先であるHasbro.Incの執
行役員を務めています。

米国の大手玩具メーカーの執行役員として、エ
ンターテインメント分野に精通していることか
ら、当社の事業展開のための助言・提言を行っ
ていただけるものと判断し、社外取締役に選任
しております。

夏野　剛 ○

夏野剛氏は複数の上場会社の取締役を
務めており、そのうち当社の取引先もござ
いますが、いずれも非常勤の社外取締役
であり、業務執行には関与していません。

上場会社の取締役としての経験が豊富である
ため、当社の事業展開のための助言・提言を
行っていただけるものと判断し、社外取締役に
選任しております。当社とは特別な利害関係は
なく、一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いため、独立役員に適任と判断しております。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役及び内部監査責任者は、日常的に情報交換等を行っており、会計監査人とも内部監査の内容等を報告し情報の共有を図っております。
また、監査役、内部監査責任者、会計監査人は連携を高め、効率的な監査を進めるべく、定期的に協議し情報共有及び意見交換を行っておりま
す。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

若林　博史 公認会計士

並木　安生 公認会計士

砂田　有紀 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

若林　博史 　

若林博史氏は当社との間で監査契約を締
結している有限責任あずさ監査法人（在
籍当時 朝日監査法人）の出身ですが、既

に同法人を退職しており、在籍時も当社の
会計監査に関与しておりません。

公認会計士の資格を保有し、会計の専門家と
しての豊富な知識、経験と幅広い見識を有して
います。また、一般株主と利益相反が生じるお
それがないと判断し、社外監査役に選任してお
ります。



並木　安生 ○

並木安生氏は当社との間で監査契約を締
結している有限責任あずさ監査法人（在
籍当時 朝日監査法人）の出身ですが、既

に同法人を退職しており、在籍時も当社の
会計監査に関与しておりません。

公認会計士及び税理士の資格を保有し、会計
の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見
識を有しています。当社の社外監査役に就任
以来、主に会計の見地から、当社の経営に対
して貴重なご意見を頂戴しています。当社とは
特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反
が生じるおそれがないため、独立役員に適任と
判断しております。

砂田　有紀 ○
砂田有紀氏は複数の会社の取締役及び
監査役を務めておりますが、いずれも当
社の取引先はございません。

弁護士の資格を保有し、弁護士としての専門的
な知見ならびに幅広い知識と経験を当社の監
査に反映していただけるものと判断し、社外監
査役に選任しています。同氏は、また知的財産
権に関する豊富な知見等を当社の監査体制に
活かしていただくため、当社の社外監査役とし
ての職務を適切に遂行していただけるものと判
断しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

　当社では、一般株主保護の制度趣旨のもと、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを実質的に判断した上で、取締役会での議決
権を有する社外取締役、社外監査役の中から指定することを基本方針としております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　長期的な企業価値向上に対するインセンティブとして、ストックオプション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、社外監査役、従業員、その他

該当項目に関する補足説明

　取締役、監査役、従業員及び社外協力者に対し、長期的な企業価値向上への貢献意識や士気を高める目的で付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて開
示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会から一任を受けた代表取締役が、各取締役の職責や実績を勘案
し、報酬額を決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、業務分担の
状況を考慮し、監査役会で協議し決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役のサポート体制については、経営管理部が窓口となり、取締役会開催の連絡、決議事項の事前説明等を行っております。社外監査
役のサポート体制については経営管理部が取締役会開催の連絡、決議事項の事前説明をするとともに、内部監査責任者が必要に応じて資料の
提供や、情報収集のサポートを行っております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

ａ　取締役会

　当社の取締役会は取締役８名（うち社外取締役２名）により構成されており、毎月１回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催
し、法令又は定款に定める事項の他、経営方針・経営戦略等経営に関する重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、取締役
会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。

ｂ　監査役会

　当社の監査役会は常勤監査役１名及び非常勤監査役２名で構成され、全監査役が社外監査役であります。社外監査役には公認会計士を１名、
公認会計士及び税理士を１名、弁護士を１名含んでおります。監査役は、取締役会、経営会議及びその他の重要会議へ出席し意見を述べる他、
重要な決裁書類の閲覧等を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月１
回開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を
行い、相互に連携を図っております。

ｃ　経営会議

　当社の経営会議は、常勤取締役で構成され、オブザーバーとして、常勤監査役及び代表取締役が指名する管理職が出席し、原則として毎週１
回開催しております。経営会議では、経営計画の達成及び会社業務の円滑な運営を図るため、経営上の重要な事項に関する審議、各事業の進
捗状況の検討、月次業績の予実分析と審議及び取締役会付議事項の協議等を行っております。

d　コンプライアンス委員会

　当社のコンプライアンス委員会は、代表取締役を委員長とし、代表取締役、各部長、各室長、その他委員長が必要と認めた者で構成され、半年
に１回定期開催しております。コンプライアンス委員会では、当社のコンプライアンス体制の構築・維持・管理に関する指導、法令遵守施策の審
議、法令遵守等の実施状況のモニタリング、当社役職員に対するコンプライアンスについての研修・啓蒙活動の協議等を行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　社外取締役２名を選任、同時に１名を独立役員に指定しており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会にて独立した立場
から、経営全般に関して適宜意見を発言し、取締役会の監督機能強化を図っております。また、当社の監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査
役２名、併せて３名で構成されており、いずれも社外監査役であると同時に２名を独立役員に指定しており、専門的、客観的、独立的立場から経営
全般を監査し、牽制機能を発揮しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、より多くの株主に出
席いただけるように、開催日の設定に関しては集中日を避けるよう留意して取り組んでま
いります。

電磁的方法による議決権の行使 今後検討すべき課題と認識しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後検討すべき課題と認識しております。

招集通知（要約）の英文での提供 今後検討すべき課題と認識しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
IR活動については、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーを

対象に適時・適切に積極的なIR活動を実施いたします。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 積極的に個人投資家説明会を実施していく所存です。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

定期的に決算説明会を実施いたします。また、必要に応じて機関投資家への
説明会も実施いたします。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
定期的に決算説明会を実施いたします。また、必要に応じて機関投資家への
説明会も実施いたします。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページにIRサイトを設置し、決算情報、適時開示情報などを掲載し
ています。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営管理部に設置しています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

決算説明会や当社ホームページへの情報発信等により、ステークホルダーに対して、積極
的な情報発信を行い、当社の事業内容の理解促進を行なっていく所存です。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 今後検討すべき課題と認識しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、株主様、お客様、取引先様等ステークホルダーに対して、適時的確な情報を開示
することが上場企業の責務であると認識しております。この責務を果たすために、コーポ
レートサイト等を利用し、迅速・正確かつ公平な会社情報の開示を行ってまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに基づき、以下の通り内部統制システム及びリスク管理体制の
整備を行っております。

（a） 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　取締役は、取締役会で定められた経営機構及び行動規範・職務分掌等に基づき職務の執行を行う。監査役は、取締役会等の重要会議に出席
するなど法令に定める権限を行使し、取締役が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを内部監査担当と連携・協力の上、監視し検証
する。

（b） 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役は職務の執行に係る情報を社内規程等に従い、適切に保存、管理する。

（c） 損失の危機の管理に関する規程その他の体制

　取締役会は、リスク管理を統括する部門を定め、当社の損失の危険を管理する。

（d） 取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、社内規程等を定め、取締役の職務の遂行が効率的に行われる体制を構築する。

（e） 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　使用人は、取締役会で定められた経営機構及び行動規範・職務分掌等に基づき職務の執行を行う。内部監査担当は、監査役と連携・協力の
上、内部統制システムの整備・運用状況を監視し、検証する。

（f） 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制　

　関係会社管理規程に基づき子会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、子会社においてもコンプライアンス規程に定める事項が適切に運
営されるよう指導・監督する。

（g） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する体制　

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、代表取締役は当該使用人の任命を行う。

（ｈ） 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役の職務を補助すべき使用人の任免及び人事考課については、監査役の同意を必要とする。

（i） 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に対する体制

　当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告する。社内通報制度により、通報窓口で
ある外部の法律事務所が使用人からの通報を受理した場合、管理部門管掌の取締役に通知し、当該取締役はただちにこれを監査役に報告す
る。代表取締役は、取締役会などの重要会議での議論及び定期的な面談等を通じて、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査
役監査の環境整備に必要な措置をとる。

（j） その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　代表取締役は、取締役会などの重要会議での議論及び定期的な面談等を通じて、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役
監査の環境整備に必要な措置をとる。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（a）　反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方

　当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の介入に毅然として立ち向かい、企業としての社会的責任と公共的使命を果たし、信
頼される公正で健全な企業の実現を目指すことを基本方針としております。

（b）　反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況

　当社は、反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方を具体的に実践するため、以下の通り体制を整備しております。

　　イ　「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応ガイドライン」について明文化し、全職員の行動指針とする。

　　ロ　反社会的勢力の排除を推進するために経営管理部を統括管理部署とする。

　　ハ　不当要求防止責任者を選定する。

　　ニ　「反社会的勢力対応規程」等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組む。

　　ホ　取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。

　　ヘ　反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会勢力情報の収集に取り組む。

　　ト　反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構
築する。

（c）反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況

　当社では、反社会的勢力との関係をもたないとの信念のもと、「反社会的勢力対応規程」、「反社会的勢力対応マニュアル」及び「反社会的勢力
属性調査マニュアル」を制定し、所轄部署は経営管理部とし、運用を行っております。具体的には、次のとおり調査・対応を実施しております。

　新規取引先等との取引開始時には、当該取引先等が反社会的勢力に該当しないか、日経テレコン21等を用いて調査しております。必要に応じ
て外部の調査機関を利用しております。継続取引先等についても、年に１度定期的に調査を行っております。また、取引先等との間で締結する「契
約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を、全ての契約書に盛り込んでおりま
す。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

該当事項はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社では、金融商品取引法その他関係諸法令及び証券取引所の定める適時開示規則等の諸規則に則り、情報取扱責任者である取締役の統括
の下、経営管理部を主管部門として、会社情報の開示体制を構築しております。

１．決定事項に関する情報

重要な決定事項については、定時または臨時に開催される取締役会において決定されます。決定された重要事項については情報取扱責任者の
統括の下、経営管理部にて開示の要否の検討を行い、開示が必要と判断された場合、取締役会における決定後、遅滞なく開示が行われます。

２．発生事実に関する情報

　重要事実が発生した場合、当該事実が発生した各事業部及び子会社等から遅滞なく経営管理部に情報が集約され、情報取扱責任者に報告さ
れます。経営管理部にて開示の要否の検討を行い、開示が必要と判断された場合、代表取締役へ報告された後、遅滞なく開示が行われます。

３．決算に関する情報

　各事業年度の決算に関する情報については、経営管理部において財務諸表基礎数値が集計され、会計監査人の監査を受けた後、取締役会に
おいて承認されます。承認された決算情報については情報取扱責任者の統括の下、遅滞なく開示されます。

　また、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情報取扱責任者の統括の下、経営管理部において検討されます。
開示が必要と判断された場合、代表取締役へ報告された後、遅滞なく開示が行われます。


